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個人防護具の配布の実施にかかる希望調査について 

 

 

    本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃格別のご理解をいただき、厚く

御礼申し上げます。 

この度、今後の感染拡大への備えや備蓄整備のため、「個人防護具の配布の実施に

ついて 」(令和７年８月２9日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課

事務連絡)により、厚生労働省が個人防護具の配布を行うこととなりました。 

つきましては、国からの個人防護具の配布を希望される場合は、回答期限までに下

記ＵＲＬからご回答くださるようお願いいたします。 

なお、配布を希望しない場合回答は不要です。 

 

記 

 

１ 配布物資（いずれの品目も使用推奨期限は令和８年度中となります） 

  サージカルマスク、アイソレーションガウン（不織布製）、非滅菌手袋 

 

２ 回答方法 

(1) 回答方法 

下記ＵＲＬから回答フォームへアクセスし、希望数・施設名や住所等の 

必要事項を入力してください。 

 

URL  

https://30037ff9.form.kintoneapp.com/public/35e99806126a1a0a29fe761ee51b53878f134

5c4d06929c2298b60b9c9e0030a 

 

 

 

３ 回答期限 

令和７年９月 24 日（水） 

 

 



４ 配布時期 

  令和７年 12 月以降順次配布を開始し、令和８年３月をめどに配送完了予定です。 

 

５ 留意事項 

(1) 必ず受け取り可能な枚数で申込みしてください。 

 (2) 申込後の数量変更・キャンセル等は一切お受けできません。 

(3) 各物資の銘柄・材質・サイズは指定できません。 

 ※非滅菌手袋については、「素材」及び「サイズ」のどちらも選択可能です。 

(4) 出荷される物資は、使用推奨期限が令和８年度中に切れるものです。 

  ※最短で令和８年４月中に切れるものも含まれています。 

(5) 希望数量が配布対象数量の上限に達する場合は、協定締結機関の希望数量を優先的

に配布し、その他の施設につきましては国による抽選となります。配布調整が行わ

れたり、配送されない場合もあります。その場合、個別にご連絡はせず、配送をもっ

てかえさせていただきます。 

(6)個人防護具の送付先は、回答フォームに入力いただいた住所となりますので、記載に

誤りがないようお願いします。 

(7)個別の配送状況等のお問い合わせはお控えください。 

(8)当該施設が自ら使用し、転売は禁止です。 

 

【添付資料】 

〇令和６年 10 月３日付け厚生労働省事務連絡「個人防護具の配布の実施について」 

 〇令和７年２月 20 日付け厚生労働省事務連絡「使用期限切れの個人防護具の配布につい

て」 

 〇令和７年８月 29 日付け厚生労働省事務連絡「個人防護具の配布の実施について」 

 〇配送予定の個人防護具の例 

 

 

 

 

 

    問合せ先 

   災害医療グループ 宮内、小嶋 

電 話  045-210-4634（直通） 

メール taisakuteam-bc.87vg＠pref.kanagawa.lg.jp 

mailto:taisakuteam-bc.87vg.@pref.kanagawa.lg.jp

